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年金記録に係る苦情のあっせん等について

年金記録確認宮崎地方第三者委員会分

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 1 件

厚生年金関係 件1

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 1 件

厚生年金関係 1 件



                      

  

宮崎厚生年金 事案 946 

 

第１ 委員会の結論 

   申立期間のうち、平成 13年４月１日から 14年 10月１日までの期間につい

て、事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月額は、申立人が主

張する標準報酬月額であったと認められることから、13 年４月から同年９月

までの標準報酬月額に係る記録を 22万円、同年 10月から 14年９月までの標

準報酬月額に係る記録を 24万円に訂正することが必要である。 

    

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

   氏    名 ： 男 

  基礎年金番号 ：  

  生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

  住    所 ：  

  

  

  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 13年４月１日から 18年９月１日まで 

   私は、ねんきん定期便において、Ａ事業所での標準報酬月額が実際の給与

支給額と相違していることを知った。 

入社から退職するまでの間、基本給に大きな変動は無く、給与支給額が半

額近く減額された記憶も無いので、申立期間の標準報酬月額について調査し

てほしい。 

 

        

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間のうち、平成 13年４月１日から 14年 10月１日までの期間につい

て、オンライン記録によると、申立人のＡ事業所における厚生年金保険の標準

報酬月額は、当初、13年４月から同年９月までは 22万円、同年 10月から 14

年９月までは 24 万円と記録されていたところ、13 年 11 月９日付けで、同年

４月１日に遡って同年４月から同年９月までが 12万 6,000円、同年 10月から

14年９月までが 11万 8,000円に訂正されていることが確認できる。 

また、当該事業所に勤務した事業主を除く申立人以外の９人の被保険者のう

ち、７人についても、申立人と同様に、平成 13年 11月９日付けで、同年４月

１日に遡って標準報酬月額の減額処理が行われたことが確認でき、残る２人に

ついても、厚生年金保険の被保険者資格取得時に遡って標準報酬月額の減額処

理が行われたことが確認できる。 



                      

  

さらに、不納欠損整理簿によると、平成 13年 11月当時、当該事業所におい

て厚生年金保険料等の滞納があったことが確認できるところ、当該事業所の元

事業主は、「経営が苦しく保険料を滞納していた時期があった。」と証言してい

る。 

これらを総合的に判断すると、平成 13年 11月９日付けで行われた遡及訂正

処理は事実に即したものとは考え難く、社会保険事務所が行った当該遡及訂正

処理に合理的な理由は無く、有効な記録訂正があったとは認められない。この

ため、当該遡及訂正処理の結果として記録されている申立人の 13 年４月から

14 年９月までの標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所に当初届け出た 13

年４月から同年９月までは 22万円、同年 10月から 14年９月までは 24万円に

訂正することが必要と認められる。 

一方、申立期間のうち、平成 14年 10月１日から 18年９月１日までの期間

については、前述の遡及訂正処理を行った日以降の最初の定時決定（平成 14

年 10月）で 11万 8,000円と記録されているところ、当該処理については遡及

訂正処理との直接的な関係をうかがわせる事情が見当たらない上、申立人が所

持する 14年 10月から 18年８月までの給与支払明細書によれば、厚生年金保

険料控除額に見合う標準報酬月額とオンライン記録の標準報酬月額は一致し

ていることが確認できる。 

このほか、申立期間のうち、平成 14年 10月１日から 18年９月１日までの

期間について、申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料の控除

について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料及び周辺事情を総合的に判

断すると、申立期間のうち、平成 14年 10月１日から 18年９月１日までの期

間について、申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



                      

  

宮崎厚生年金 事案 947 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

   

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

   氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

住    所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 37年３月２日から 44年１月 11日まで 

  オンライン記録では、Ａ社における厚生年金保険の被保険者期間について、

脱退手当金が支給済みとされている。 
  脱退手当金の請求手続を行ったことも、受給した記憶も無いので、申立期

間に係る脱退手当金の支給記録を訂正してほしい。 

  

  

     

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の健康保険厚生年金保険被保険者原票には、脱退手当金が支給されて

いることを意味する「脱」の表示が記されているとともに、申立期間の脱退手

当金は支給額に計算上の誤りは無く、申立期間に係る厚生年金保険被保険者の

資格喪失日から約１か月後の昭和 44年２月 12日に支給決定されているなど、

一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 
   また、オンライン記録によると、申立人は、Ａ社を退職後、国民年金の強制

加入期間があるものの、昭和 46年 11月の結婚まで、国民年金に加入していな

いことが確認できる。 
   さらに、申立人の意向により事業所調査及び同僚調査ができないことから、

申立期間当時のＡ社に係る脱退手当金の取扱状況を詳細に確認することがで

きない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 


